
１．支給対象者判定フローチャート

平成１７年４月２日
（※障害をお持ちのお子様は
平成１５年４月２日）

～
令和６年２月２９日

生まれの児童がいる世帯である

養育者の
令和５年度
課税情報は？

均等割
のみ課税

課税

均等割
非課税

（国で支給）

YES
NO

令和５年度
子育て世帯生活支援
特別給付金（国）が
支給されていない

家計が急変した

支給対象外

世帯内にどちらか一方でも
該当する児童がいる

児童手当
対象者

特別児童
扶養手当
対象者

児童扶養手当のみの該当

積極支給

要申請支給

令和5年1月以降に市町村
民税均等割のみ課税者と同
様の事情があると認められ
る場合該当

このフローチャートはあくまでも参考例です。
支給要件に該当するかは申請書等を審査した上で決定します。


